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富山県告示第317号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条第２項の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同 

法第78条第２号の規定により公示する。 

  令和５年８月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業者の名称 株式会社フクシステージ 

サービスの種類 特定福祉用具販売 

事業所 
 
 
 
 

名称 福祉用具販売事業所フクシ住設 

所在地 高岡市戸出町五丁目４番26号 

介護保険事業所番号 1670202504 

廃止の届出を受理した年月日 令和５年７月７日 
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富山県告示第318号 

   指定介護予防サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サー 

ビス事業者から同法第 115条の５第２項の規定により次のとおり廃止の届出があっ 

たので、同法第 115条の10第２号の規定により公示する。 

  令和５年８月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業者の名称 株式会社フクシステージ 

サービスの種類 特定介護予防福祉用具販売 

事業所 
 
 
 
 

名称 福祉用具販売事業所フクシ住設 

所在地 高岡市戸出町五丁目４番26号 

介護保険事業所番号 1670202504 

廃止の届出を受理した年月日 令和５年７月７日 
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令和５年度砂利採取業務主任者試験の実施 

 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項の規定により、令和５年度砂利 

採取業務主任者試験を次のとおり実施するので、砂利採取業者の登録等に関する規 

則（昭和43年通商産業省令 第80号）第８条の規定により公告する。 

  令和５年８月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 日時 令和５年11月10日（金）午前10時から正午まで 

 ⑵ 場所 富山市新総曲輪４番18号 富山県民会館 701号室 

２ 受験手続 

 ⑴ 書面申請の場合 

  ア 申込方法 
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   ① 受験願書に写真を添えて、富山県土木部河川課業務係まで持参又は郵送 

    すること。 

   ② 写真（縦６cm×横４cm）は、出願前６月以内に撮影した正面上半身像と 

    し、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記入すること。 

   ③ 受験願書には、受験手数料として富山県収入証紙 8,100円分を貼り付け 

    ること。（証紙は消印せず、重ねて貼らないこと。） 

  イ 受付期間 

    令和５年10月２日（月）から10月19日（木）（日曜日、土曜日及び国民の 

   祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午 

   前８時30分から午後５時15分まで 

    なお、郵送による申込みの場合は、令和５年10月19日（木）までの消印が 

   あるものを有効とする。 

 ⑵ 電子申請の場合 

  ア 申込方法 

   ① 富山県電子申請サービスの「砂利採取業務主任者試験の受験申込」のフ 

    ォームに必要事項を入力し、写真の画像データをアップロードの上、送信 

    すること。 

   ② 写真（縦６cm×横４cm）の画像データは、出願前６月以内に撮影した正 

    面上半身像で、ファイル形式は jpeg、jpg又は png のものをアップロード 

    すること。 

   ③ 申請完了後に送付されるメールに支払用 URLが記載されるので、メール 

    の案内に従い、受験手数料として 8,100円をクレジットカード又はペイジ 

    ーで納付すること。 

  イ 申込期間 

    令和５年10月２日（月）から10月19日（木）まで 

   ※ 受験手数料の支払期限は支払い可能になってから３日後の23時59分まで。 

    支払期限内に納付を完了しない場合、申込みは受理しない。 

３ 問合せ先 

  富山県土木部河川課（電話 076‐444‐3324） 
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  〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）附則第５条 

第１項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、法第６条第３項に 

おいて準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付 

書類を縦覧に供する。 

  令和５年８月７日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 

  マイプラザ 富山市堀川町 355番７ 

２ 店舗を設置する者 株式会社 R&H 

３ 変更事項 

 ⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

  （変更前）午前10時及び午後９時 

  （変更後）24時間 ほか 

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  （変更前）午前９時30分～午後９時30分 

  （変更後）24時間 

 ⑶ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  （変更前）午前６時～午後10時 

  （変更後）24時間 

４ 変更の日 令和５年８月１日 

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者 株式会社大創産業 ほか 

 ⑵ 店舗面積の合計 12,817㎡ 

 ⑶ 店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐車場の位置及び収容台数  
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    敷地平面１箇所、建物屋上１箇所／ 967台 

  イ 駐輪場の位置及び収容台数  

    建物１階北西側１箇所、建物１階北東側１箇所、建物外東側１箇所／60台 

  ウ 荷さばき施設の位置及び面積 

    建物内南東側／75㎡ 

  エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

    ①建物内南側／ 35.10㎥、②建物内南側／ 56.75㎥ 

 ⑷ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

    ５箇所／敷地北西側、西側、南側、北側 

６ 届出の日 令和５年７月24日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部地域産業支援課 

８ 縦覧期間 令和５年８月７日から令和５年12月７日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部地域産業支援課に提出することができ 

 る。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 
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